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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】令和2年1月16日(2020.1.16)

【公開番号】特開2018-157519(P2018-157519A)
【公開日】平成30年10月4日(2018.10.4)
【年通号数】公開・登録公報2018-038
【出願番号】特願2017-54912(P2017-54912)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｌ  12/28     (2006.01)
   Ｈ０４Ｌ  12/66     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｌ   12/28     ２００Ｚ
   Ｈ０４Ｌ   12/66     　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】令和1年11月26日(2019.11.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　第１の終端装置１０１は３本の１００ＧＢＥ回線１０５、第２の終端装置１０４も同様
に３本の１００ＧＢＥ回線１０７と接続し、第１の終端装置１０１と第２の終端装置１０
４との間は３本の１００ＧＢＥ回線と接続し、その回路構成が同じである。第１の終端装
置１０１は、第１の中継装置１０２に対して３本の１００ＧＢＥ信号を出力する。更に、
第１の中継装置１０２は、３本の１００ＧＢＥ信号を３本のＯＤＵ４信号に変換し、３本
のＯＤＵ４信号を第２の中継装置１０３に出力する。更に、第２の中継装置１０３は、３
本のＯＤＵ４信号を３本の１００ＧＢＥ信号に変換し、３本の１００ＧＢＥ信号を第２の
終端装置１０４に出力する。その結果、第１の終端装置１０１は、第１の中継装置１０２
及び第２の中継装置１０３を経由して第２の終端装置１０４との間で大容量のＦｌｅｘＥ
信号を伝送できる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　しかしながら、例えば、図９において第１の終端装置１０１側が３本の１００ＧＢＥ回
線、第２の終端装置１０４側が１本の４００ＧＢＥ回線と接続する場合、第１の終端装置
１０１と第２の終端装置１０４との間の回線構成が異なる。従って、第２の中継装置１０
３は、３本の１００ＧＢＥ信号と１本の４００ＧＢＥ信号との間で信号変換する機能がな
いため、第１の終端装置１０１と第２の終端装置１０４との間でＦｌｅｘＥ信号を中継で
きない。つまり、第１の終端装置１０１及び第２の終端装置１０４は、相互に対向側の通
信容量を認識できないため、第１の終端装置１０１と第２の終端装置１０４との間のＦｌ
ｅｘＥ信号を中継できない。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　中継装置４は、１００ＧＢＥ相当のアイドル信号内に３本の１００ＧＢＥ回線の通信容
量を挿入し、１００ＧＢＥ相当のアイドル信号をユーザ信号に付加して４００ＧＢＥ信号
を第２の終端装置５に通知する。その結果、中継装置４は、送信元の通信容量である第１
の終端装置２側の通信容量（３００ＧＢＥ）を第２の終端装置５に通知できる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　図５は、実施例２の中継装置４Ａの機能構成の一例を示す説明図である。尚、図２に示
す中継装置４と同一の構成には同一符号を付すことで、その重複する構成及び動作の説明
については省略する。
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